
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内で反射した超音波を受信することにより、被検体内に広がる断層面内の各点に
対応する画像データを得る超音波診断装置において、
　複数フレームの前記画像データに基づいて断層面内の複数点の動きを算出する動き算出
手段と、
　前記画像データに基づいて被検体内の所定の組織の輪郭を求める輪郭演算手段と、
　前記動き算出手段で検出された前記動きに基づいて、前記輪郭演算手段で求められた輪
郭から変形した輪郭を求める輪郭変形手段とを備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
前記動き算出手段が、オプティカルフロー法および相互相関法のうちの何れか一方を用い
て、前記動きとして、断層面内の２次元の動きベクトルおよび断層面内の所定方向の動き
の大きさのうちのいずれか一方を算出するものであることを特徴とする請求項１記載の超
音波診断装置。
【請求項３】
前記所定方向が、前記輪郭内部の所定の中心点を起点として断層面内に放射状に延びる複
数の指定線の方向であることを特徴とする請求項２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
前記動き算出手段が断層面内に設定された複数の領域それぞれについて各複数点の前記動
きを算出し、前記複数の領域それぞれについて正確な動きを表わす蓋然性の高い、算出さ
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れた前記動きを抽出して、抽出された前記動きの代表値を、前記複数の領域それぞれにつ
いて求めるものであることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
前記画像データに平滑化処理および２値化処理のうちの一方の処理を施す前処理手段を備
え、
　前記動き算出手段が、前記前処理手段により前記一方の処理の施された画像データに基
づいて前記動きを算出するものであることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項６】
前記輪郭演算手段が、
　前記画像データのグラジェントを、前記断層面内の複数の点について求めるグラジェン
ト演算手段と、
　前記グラジェントに対応するスカラ量を、前記断層面内の複数の点について求めるスカ
ラ量演算手段手段と、
　前記スカラ量が極大となる、前記断層面内の複数の極大点を求める極大点演算手段と、
　前記複数の極大点に基づいて、被検体内の所定の組織の輪郭を求める輪郭抽出手段とを
備えたことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
前記所定の組織の輪郭上に位置する輪郭点を指定する輪郭点指定用操作子を備え、
　前記輪郭演算手段が、前記輪郭点指定用操作子により指定された前記輪郭点に基づいて
前記輪郭を求めるものであることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項８】
被検体の心臓の鼓動に同期した鼓動同期信号を得る同期信号獲得手段を備え、
　前記輪郭演算手段が、前記鼓動同期信号に基づいて指定されたフレームについて前記輪
郭を求めるものであることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
複数フレームの前記画像データを上書き自在に記憶する記憶手段と、該記憶手段への上書
きを禁止するフリーズ手段とを備え、
　前記輪郭演算手段が、前記フリーズ手段により上書きが禁止されたフリーズ状態におけ
る前記記憶手段に記憶された複数フレームのうちの少なくとも１枚の所定のフレームにつ
いて前記輪郭を求めるものであり、
　前記動き検出手段が、前記フリーズ状態における前記記憶手段に記憶された複数フレー
ムのうちの前記所定のフレームを除く他のフレームについて前記動きを算出するものであ
り、
　前記輪郭変形手段が、前記他のフレームについて、前記輪郭演算手段で求められた輪郭
から変形した輪郭を求めるものであることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
前記輪郭を表示する表示手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
前記輪郭演算手段で求められた輪郭および前記輪郭変形手段で変形された輪郭のうちの少
なくとも一方の輪郭に基づいて算出される誘導量を求める誘導量算出手段を備えたことを
特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
前記誘導量算出手段が、前記誘導量として、前記輪郭内部の面積、前記輪郭の重心位置、
および前記輪郭内部の体積のうちの少なくとも１つの量を求めるものであることを特徴と
する請求項１１記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
前記誘導量、および該誘導量の複数フレームに亘る変化量のうちの少なくとも一方の量を
表示する表示手段を備えたことを特徴とする請求項１１記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、超音波による被検体の断層像を得る超音波診断装置に関し、特に、被検体内
の組織の輪郭を抽出する技術を内蔵した超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、被検体内に超音波を送信し被検体内の組織で反射して戻ってきた超音波を受
信して受信信号を得、この受信信号に基づいて被検体内の断層像を表示することにより内
臓等の疾患の診断に供する超音波診断装置が用いられており、近年では、疾患の診断をよ
り容易ならしめるために、その断層像に現われた組織、例えば心臓の左心室の輪郭を抽出
して表示し、あるいは、その輪郭に囲まれた領域の面積やその輪郭から推定されるその組
織の体積を表示することが要望されている。
【０００３】
　この輪郭を抽出するには、単純には、図４５に示すように、ディスプレイ１上に表示さ
れた断層像の上を所望の組織の輪郭に沿って例えばライトペン２でなぞり、そのライトペ
ンの軌跡からその輪郭抽出することができる。
【０００４】
　また、図４６に示すように、例えばトラックボールやマウス等を用いて所望の組織を取
り囲むように領域３を指定し、その指定された領域内の画像データを適当なしきい値で２
値化して輪郭を抽出する手法が提案されている（非特許文献１参照）。
【非特許文献１】「Ａｃｏｕｓｔｉｃ　ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ法による左室断面
積、左室容積の測定；関心領域設定部位の影響」八木登志員他　日本超音波医学会　第６
３回研究発表会　講演論文集　第５１７～５１８頁　１９９３年１１月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述の、輪郭を人がなぞる前者の方法においては、ライトペン等による軌跡が
輪郭から外れないよう注意深くなぞる必要がある。しかもその輪郭を得ようとする組織が
、心臓の左心室の場合、その心臓の動き１拍分の全ての多数の断層像についてそのような
作業を繰り返す必要が考えられ、その場合手間がかかるにも拘らず客観性に欠けた不正確
なデータとなりやすく、実用にはほど遠いという問題がある。
【０００６】
　また、概略の領域３を指定してその領域内の画像データを２値化することにより輪郭を
抽出する後者の方法においても、心臓は絶えず鼓動し伸縮を繰り返しているため、領域の
指定は各断層像毎にかなり慎重に行なう必要があり、例えば図４６（Ａ）に示すように領
域３の内部に左心室４だけでなく左心房ないし右心室等が含まれてしまったり、図４６（
Ｂ）に示すように左心室４の一部が領域３から外れてしまうと、左心室４の面積ないし体
積として、いずれの場合も誤った面積ないし体積が求められてしまうことになる。これを
避けるためには手作業でかなり注意深く、左心室４のみを、かつ左心室４の全体を取り囲
む必要があり、輪郭そのものをなぞるほどではないにしろ、手間がかかるという問題は解
決されていない。また、概略の領域３内の画像データを２値化することにより輪郭を抽出
する方法においては、ノイズ等の影響や、また場所によって輝度（画像データの大きさ）
に差があることなどから、２次元画像としてのつながりに欠けた輪郭線、すなわち閉曲面
を形成しない輪郭線を抽出してしまうこともある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑み、手作業なしで、もしくは簡単な手作業で、組織の輪郭を客
観的に抽出することのできる機能を備えた超音波診断装置を提供することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、手作業なしで、あるいは高々少数のフレームについて輪郭を入力する
だけで多数のフレームについての輪郭を抽出することのできる機能を供えた超音波診断装
置を提供することも目的の１つとする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の超音波診断装置は、被検体内で反射した超音波を受信することにより、
被検体内に広がる断層面内の各点に対応する画像データを得る超音波診断装置において、
（１）画像データのグラジェントを、断層面内の複数の点について求めるグラジェント演
算手段
（２）上記グラジェントに対応するスカラ量を、断層面内の複数の点について求めるスカ
ラ量演算手段
（３）上記スカラ量が極大となる、断層面内の複数の極大点を求める極大点演算手段
（４）上記複数の極大点に基づいて、被検体内の所定の組織の輪郭を求める輪郭抽出手段
を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　ここで、上記本発明の第１の超音波診断装置において、上記（３）の極大点演算手段は
、
（５）断層面内に延びる複数の指定線それぞれに沿う方向のスカラ量の変化に基づいて、
その指定線上に上記極大点を求めるものであることが好ましく、
　さらには、上記極大点演算手段は、上記複数の指定線として、断層面内の所定の中心点
を起点にして断層面内に放射状に延びる複数の指定線を用いるものであることが好ましい
。
【００１１】
　また、上記極大点演算手段が、上記（５）に記載した、断層面内に延びる指定線に沿っ
て極大点を求めるものである場合に、
（６）その極大点演算手段が、指定線に沿って隣接する複数の点のスカラ量どうしの差分
を順次演算することによりその差分の符号が変化する変化点を検出する手段と、その変化
点近傍の点のスカラ量に基づいてその変化点のスカラ量を補正する手段と、その変化点に
ついて補正されたスカラ量を用いたときのその変化点の差分の符号に基づいてその変化点
を上記極大点として抽出するか否かを判定する手段とを備えたものであることが好ましい
。
【００１２】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置において、上記（１）のグラジェント演算手
段として、例えば、
（７）断層面内の互いに異なる２方向に微分する手段
を採用することができる。
（８）また、このグラジェント演算手段は、断層面上に現われた、抽出しようとする輪郭
に接する２つの組織それぞれの微分方向の各幅のうち狹い方の幅の０．５倍以上２倍以下
の幅の微分フィルタを用いて、２次元的な微分演算を行なうものであることが好ましい。
【００１３】
　さらに、上記本発明の第１の超音波診断装置において、
（９）上記（２）の上記スカラ量演算手段は、上記スカラ量として、上記グラジェントの
絶対値、その絶対値を変数とする関数、上記グラジェントの断層面上の互いに異なる２方
向の各成分それぞれの絶対値の和、その和を変数とする関数からなる群の中から選択され
る少なくとも１つを求めるものであることが好ましい。
【００１４】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置において、上記（４）の輪郭抽出手段で輪郭
を求めるにあたっては、この輪郭抽出手段が、
（４－１）上記極大点が輪郭上の点である蓋然性を表わす特徴量を求める特徴量演算手段
を備え、その特徴量に基づいて、上記極大点の中から輪郭上の点を抽出し、これら輪郭上
の点を結ぶことにより輪郭を求めるものであることが好ましい。
【００１５】
　上記特徴量としては、上記（３）の極大点演算手段が上記（５）の要件を満たすもので
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ある場合、即ち断層面内に延びる複数の指定線それぞれに沿う方向のスカラ量の変化に基
づいて、指定線上に上記極大点を求めるものである場合に、上記特徴量として、
（ａ）上記極大点の上記スカラ量、ないしそのスカラ量を変数とする関数
（ｂ）上記極大点に対応する点を含む所定領域内に対応する画像データの平均的な値、な
いしその平均的な値を変数とする関数
（ｃ）上記指定線に沿うベクトルとその指定線上の極大点のグラジェントとのスカラ積の
符号、ないしその符号を表わす数値
（ｄ）互いに異なる第１および第２の指定線上にそれぞれ位置する第１および第２の極大
点それぞれのグラジェントどうしの成す角度、ないしその角度を変数とする関数
（ｅ）互いに異なる第１および第２の指定線のうち第１の指定線上に位置する極大点を通
りその極大点のグラジェントの方向と直交する方向に延びる直線と第２の指定線との交点
と、その第２の指定線上に位置する極大点との距離、ないしその距離を変数とする関数
からなる群の中から選択される少なくとも１つもしくは複数の組合せを含む特徴量を採用
することが好ましい。
【００１６】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置において、上記（４）の輪郭抽出手段が上記
（４－１）の特徴量演算手段を備えた場合に、その輪郭抽出手段が、さらに、
（４－２Ａ）上記特徴量に基づいて、上記極大点の中から、輪郭上に存在する蓋然性を有
する輪郭候補点を求める候補点抽出手段
（４－３Ａ）候補点抽出手段で求められた輪郭候補点と、その輪郭候補点に隣接する輪郭
上の点との間の距離が所定距離以内の距離である場合に、その輪郭候補点を、輪郭上の点
として採用する輪郭点抽出手段
を備えることが好ましい。
【００１７】
　もしくは、上記（４）の輪郭抽出手段が上記（４－１）の特徴量演算手段を備えた場合
に、その輪郭抽出手段が、さらに、
（４－２Ｂ）異なる時刻における同一の断層面を表わす複数のフレームのうちの所定のフ
レームについて求められた上記特徴量に基づいて、その所定のフレーム内の極大点の中か
ら、輪郭上に存在する蓋然性を有する輪郭候補点を求める候補点抽出手段
（４－３Ｂ）候補点抽出手段で求められた上記所定のフレームにおける輪郭候補点と、そ
の輪郭候補点に対応する、上記複数のフレームのうち上記所定のフレームとは異なるフレ
ームにおける輪郭上の点との間の距離が所定距離以内の距離である場合に、その輪郭候補
点を、上記所定のフレームにおける輪郭上の点として採用する輪郭点抽出手段
を備えることも好ましい態様である。
【００１８】
　さらに、上記本発明の第１の超音波診断装置を用いて人体の心臓を被検体とし左心室の
輪郭を求める場合に、
（１０）断層面上に表われた、左心室と左心房との間に存在する２つの弁それぞれと左心
室の隔壁との境界点を検出する弁根元検出手段を備えるとともに、
　上記（４）輪郭抽出手段が、上記（４－１）の特徴量演算手段を備え、特徴量に基づい
て、その断層面上の、上記境界点どうしを結ぶ領域を除く領域上に輪郭上の点を抽出する
ものであることも好ましい態様である。
【００１９】
　上記（１０）の弁根元検出手段は、具体的には、例えば、上記（４）の輪郭抽出手段が
、上記（４－１）の特徴量演算手段、上記（４－２Ａ）の候補点抽出手段、および上記（
４－３Ａ）の輪郭点抽出手段を備えたものである場合に、上記（１０）の弁根元検出手段
を、上記（４－２Ａ）の候補点抽出手段で求められた第１の輪郭候補点と、その第１の輪
郭候補点に隣接する輪郭上の点との間の距離が所定距離以内の距離であるとともに、該第
１の輪郭候補点と該第１の輪郭候補点に隣接する第２の輪郭候補点との距離が所定距離以
上離れた距離であることを判定基準の少なくとも１つとして、その第１の輪郭候補点を上
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記境界点として抽出する構成とすることができる。
【００２０】
　ここで、この弁根元検出手段にいう「所定距離」は上記（４－３Ａ）の輪郭抽出手段に
いう「所定距離」とは異なる距離であってもよい。
【００２１】
　あるいは、上記（４）の輪郭抽出手段が、上記（４－１）の特徴量演算手段、上記（４
－２Ｂ）の候補点抽出手段、および上記（４－３Ｂ）の輪郭点抽出手段を備えたものであ
る場合に、上記（１０）の弁根元検出手段を、上記（４－３Ａ）の候補点抽出手段で求め
られた所定のフレームにおける輪郭候補点と、その輪郭候補点に対応する、上記複数のフ
レームのうち上記所定のフレームとは異なるフレームにおける輪郭上の点との間の距離が
所定距離以上離れた距離であることを判定基準の少なくとも１つとして、その輪郭候補点
を、上記所定のフレームにおける上記境界点として抽出する構成とすることができる。
【００２２】
　この弁根元検出手段にいう「所定距離」は上記（４－３Ｂ）の輪郭点抽出手段にいう「
所定距離」とは異なる距離であってもよい。
【００２３】
　さらに、上記本発明の第１の超音波診断装置は、上記輪郭上の点を直線もしくは曲線で
つないだ輪郭線、およびその輪郭の内部と外部を色、輝度もしくは模様で区別した画面の
うちの少なくとも一方を表示する輪郭表示手段を備えたものであることが好ましい。
【００２４】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置は、上記（４）の輪郭抽出手段で抽出された
輪郭の内部の面積を求める面積演算手段と、その面積演算手段で求められた面積を表示す
る面積表示手段とを備えた構成とすることが好ましい。この場合に、上記面積表示手段は
、上記面積を、その面積を表わす数字、およびその面積の時間変化を示すグラフのうちの
少なくとも一方で表示するものであることが好ましい。
【００２５】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置は、上記（４）の輪郭抽出手段で抽出された
輪郭の内部の体積を求める体積演算手段と、その体積演算手段で求められた体積表示手段
とを備えた構成とすることも好ましい態様である。この場合、上記体積表示手段は、上記
面積表示手段と同様に、その体積を、その体積を表わす数字、およびその体積の時間変化
を示すグラフのうちの少なくとも一方で表示するものであることが好ましい。
【００２６】
　本発明の第２の超音波診断装置は、被検体内で反射した超音波を受信することにより、
被検体内に広がる断層面内の各点に対応する画像データを得る超音波診断装置において、
（１２）画像データに基づいて被検体内の所定の組織の輪郭を求める輪郭演算手段
（１３）画像データのグラジェントを、前記断層面内の複数の点について求めるグラジェ
ント演算手段
（１４）上記グラジェントの方向に基づいて、上記断層面内に、前記所定の組織を内包す
る演算有効領域を定める演算有効領域検出手段
を備え、
　上記（１２）の輪郭演算手段が、上記演算有効領域内部に、上記所定の組織の輪郭を求
めるものであることを特徴とする。
【００２７】
　ここで、上記本発明の第２の超音波診断装置において、上記（１４）の演算有効領域検
出手段は、具体的には、例えば断層面内の所定の中心点から発し、その断層面内の、上記
グラジェントを求めた点を通って延びる指定線の方向と、そのグラジェントを求めた点に
おけるグラジェントの方向との成す角度に基づいてその断層面内の各点に対応する画像デ
ータを二値化したときの、二値化された画像データの断層面内の分布に基づいて、上記演
算有効領域を検出する構成とすることができる。
【００２８】
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　尚、本発明の第２の超音波診断装置は、本発明の第１の超音波診断装置をそのまま取り
込んだ構成とすることができる。その場合の基本的態様としては、本発明の第２の超音波
診断装置における上記（１２）の輪郭演算手段が、
（１２－１）上記グラジェントに対応するスカラ量を、前記断層面内の複数の点について
求めるスカラ量演算手段
（１２－２）上記スカラ量が極大となる、上記演算有効領域内の複数の極大点を求める極
大点演算手段
（１２－３）上記複数の極大点に基づいて、上記所定の組織の輪郭を求める輪郭抽出手段
を備えたことを特徴とする。
【００２９】
　この（１２－３）の輪郭抽出手段は、上記本発明の第１の超音波診断装置における上記
（４）の輪郭抽出手段と同様に、上記極大点が輪郭上の点である蓋然性を表わす特徴量を
求める特徴量演算手段を備え、その特徴量に基づいて、上記極大点の中から輪郭上の点を
抽出し、これら輪郭上の点を結ぶことにより輪郭を求めるものであることが好ましい。
【００３０】
　上記特徴量としては、これも上記本発明の第１の超音波診断装置の場合と同様、上記（
１２－２）の極大点演算手段が、断層面内に延びる複数の指定線それぞれに沿う方向のス
カラ量の変化に基づいて、指定線上に上記極大点を求めるものであり、上記特徴量として
、
（ａ）上記極大点の上記スカラ量、ないしそのスカラ量を変数とする関数
（ｂ）上記極大点に対応する点を含む所定領域内に対応する画像データの平均的な値、な
いしその平均的な値を変数とする関数
（ｃ）上記指定線に沿うベクトルとその指定線上の極大点のグラジェントとのスカラ積の
符号、ないしその符号を表わす数値
（ｄ）互いに異なる第１および第２の指定線上にそれぞれ位置する第１および第２の極大
点それぞれのグラジェントどうしの成す角度、ないしその角度を変数とする関数
（ｅ）互いに異なる第１および第２の指定線のうち第１の指定線上に位置する極大点を通
りその極大点のグラジェントの方向と直交する方向に延びる直線と第２の指定線との交点
と、その第２の指定線上に位置する極大点との距離、ないしその距離を変数とする関数
からなる群の中から選択される少なくとも１つもしくは複数の組合せを含む特徴量を採用
することが好ましい。
【００３１】
　また、本発明の第２の超音波診断装置は、本発明の第１の超音波診断装置とは離れた構
成とすることもできる。その場合、上記（１２）の輪郭演算手段として、例えば、図４６
を参照して説明した画像データを２値化することにより輪郭を抽出する輪郭演算手段を採
用することができる。
【００３２】
　また、本発明の上記第２の超音波診断装置が、
（１５）上記輪郭を表示する表示手段
を備えることが好ましい。
【００３３】
　また、上記本発明の第２の超音波診断装置において、
（１６）上記輪郭演算手段で求められた輪郭に基づいて算出される誘導量を求める誘導量
算出手段
を備えることも好ましい。
【００３４】
　この場合に、上記（１６）の誘導量算出手段が、誘導量として、輪郭内部の面積、輪郭
の重心位置、および輪郭内部の体積のうちの少なくとも１つの量を求めるものであること
が好ましい。
【００３５】
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　さらに、上記本発明の第２の超音波診断装置において、上記（１６）の誘導量算出手段
を備えた場合に、
（１７）誘導量、およびその誘導量の複数フレームに亘る変化量のうちの少なくとも一方
の量を表示する表示手段を備えることが好ましい。
【００３６】
　本発明の第３の超音波診断装置は、被検体内で反射した超音波を受信することにより、
被検体内に広がる断層面内の各点に対応する画像データを得る超音波診断装置において、
（１８）複数フレームの画像データに基づいて断層面内の複数点の動きを算出する動き算
出手段
（１９）画像データに基づいて被検体内の所定の組織の輪郭を求める輪郭演算手段
（２０）動き算出手段で検出された動きに基づいて、輪郭演算手段で求められた輪郭から
変形した輪郭を求める輪郭変形手段
を備えたことを特徴とする。
【００３７】
　ここで、上記本発明の第３の超音波診断装置において、上記（１８）の動き産出手段が
、オプティカルフロー法および相互相関法のうちの何れか一方を用いて、上記動きとして
、断層面内の２次元の動きベクトルおよび断層面内の所定方向の動きの大きさのうちのい
ずれか一方を算出するものであることが好ましい。この場合に、上記所定方向として、上
記輪郭内部の所定の中心点を起点として断層面内に放射状に延びる複数の指定線の方向を
選択することができる。
【００３８】
　また、上記（１８）の動き算出手段が、断層面内に設定された複数の領域それぞれにつ
いて各複数点の動きを算出し、それら複数の領域それぞれについて正確な動きを表わす蓋
然性の高い、算出された動きを抽出して、抽出された動きの代表値を、上記複数の領域そ
れぞれについて求めるものであることが好ましい。
【００３９】
　また、上記本発明の第３の超音波診断装置が、
（２１）画像データに平滑化処理および２値化処理のうちの一方の処理を施す前処理手段
を備え、
　上記（１８）の動き算出手段が、前処理手段により上記一方の処理の施された画像デー
タに基づいて動きを算出するものであることも好ましい態様である。
【００４０】
　本発明の第３の超音波診断装置は、本発明の第１の超音波診断装置をそのまま取り込ん
だ構成、もしくは、本発明の第１の超音波診断装置と本発明の第２の超音波診断装置との
双方をそのまま取り込んだ構成とすることができる。その場合の基本的態様としては、本
発明の第３の超音波診断装置における上記（１９）の輪郭演算手段が、
（１９－１）画像データのグラジェントを、断層面内の複数の点について求めるグラジェ
ント演算手段
（１９－２）上記グラジェントに対応するスカラ量を、断層面内の複数の点について求め
るスカラ量演算手段手段
（１９－３）上記スカラ量が極大となる、断層面内の複数の極大点を求める極大点演算手
段
（１９－４）上記複数の極大点に基づいて、被検体内の所定の組織の輪郭を求める輪郭抽
出手段を備えたことを特徴とする。
【００４１】
　また、本発明の第３の超音波診断装置は、本発明の第１の超音波診断装置および本発明
の第２の超音波診断装置とは離れた構成とすることもできる。その場合、例えば、本発明
の第３の超音波診断装置が、
（２２）所定の組織の輪郭上に位置する輪郭点を指定する輪郭点指定用操作子を備え、
　上記（１９）の輪郭演算手段が、上記輪郭点指定用操作子により指定された輪郭点に基
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づいて輪郭を求める構成とすることができる。
【００４２】
　また、本発明の第３超音波診断装置が、
（２３）被検体の心臓の鼓動に同期した鼓動同期信号を得る同期信号獲得手段を備え、
　上記（１９）の輪郭演算手段が、上記鼓動同期信号に基づいて指定されたフレームにつ
いて輪郭を求めるものであることも好ましい態様である。
【００４３】
　さらに、本発明の第３の超音波診断装置が、
（２４）複数フレームの画像データを上書き自在に記憶する記憶手段
（２５）記憶手段への上書きを禁止するフリーズ手段
を備え、
　上記（１９）の輪郭演算手段が、上記（２５）のフリーズ手段により上書きが禁止され
たフリーズ状態における上記（２４）の記憶手段に記憶された複数フレームのうちの少な
くとも１枚の所定のフレームについて輪郭を求めるものであり、
　上記（１７）の動き検出手段が、上記フリーズ状態における上記（２３）の記憶手段に
記憶された複数フレームのうちの上記所定のフレームを除く他のフレームについて動きを
算出するものであり、
　上記（１９）の輪郭変形手段が、上記他のフレームについて、上記輪郭演算手段で求め
られた輪郭から変形した輪郭を求めるものであることも好ましい態様である。
【００４４】
　さらに、本発明の第２の超音波診断装置と同様、本発明の上記第３の超音波診断装置が
（２５）上記輪郭を表示する表示手段
を備えることも好ましい態様である。
【００４５】
　また、上記本発明の第３の超音波診断装置において、
（２６）上記輪郭演算手段で求められた輪郭および上記輪郭変形手段で変形された輪郭の
うちの少なくとも一方の輪郭に基づいて算出される誘導量を求める誘導量算出手段
を備えることも好ましい。
【００４６】
　この場合に、上記（２６）の誘導量算出手段が、誘導量として、輪郭内部の面積、輪郭
の重心位置、および輪郭内部の体積のうちの少なくとも１つの量を求めるものであること
が好ましい。
【００４７】
　さらに、上記本発明の第３の超音波診断装置において、上記（２６）の誘導量算出手段
を備えた場合に、
（２７）誘導量、およびその誘導量の複数フレームに亘る変化量のうちの少なくとも一方
の量を表示する表示手段を備えることが好ましい。
【００４８】
　本発明の第１の超音波診断装置は、上記（１）～（４）の構成を備えているため、手作
業なしで、もしくは例えば断層像表示画面上の一点ないし一本の線分を指定するというよ
うな極めて簡単な手作業のみで組織の輪郭の客観的な抽出が可能となる。
【００４９】
　また、本発明の第１の超音波診断装置において、上記（４）に記載した指定線という概
念を取り入れると、スカラ量の極大点を求めるにあたり、その指定線の、上隣接する各点
のスカラ量どうしの差分を演算すればよく、極大点を容易に求めることができる。また、
これらの指定線として、所定の中心点から放射状に延びる指定線を採用すると、その中心
点から放射状に輪郭上の点を捜すことになるため、その輪郭上の点を捜すにあたりどの方
向（どの指定線）についても同一のアルゴリズムを採用することができる。
【００５０】
　また、上記（６）の要件を満足する極大点演算手段を備えた場合は、画像データに含ま
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れるノイズ等により極大点を誤検出してしまう可能性が低減される。
【００５１】
　また、上記（１）のグラジェント演算手段は、例えば上記（７）に記載した、２次元的
な微分を行なう手段をもって構成されるが、この場合、一般に知られている微分フィルタ
で断層像の例えば縦方向と横方向に微分すればよいため、このグラジェント演算手段が比
較的簡単に構成される。
【００５２】
　またその場合に、上記（８）に記載したように、狹い方の組織の幅の０．５倍以上２倍
以下の幅の微分フィルタを採用することが好ましい。
【００５３】
　微分フィルタの幅が０．５倍未満の場合、抽出しようとする輪郭上の点であっても微分
値（グラジェントのその微分方向の成分）として小さい値が求められてしまい輪郭をうま
く抽出できない場合があり、一方、微分フィルタの幅が２倍を越える場合、輪郭上の点の
微分値とその周囲の点の微分値との差が小さく全体としてなだらかな微分値が求められ、
輪郭がぼやけてしまうからである。
【００５４】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置における上記（２）のスカラ量演算手段は、
グラジェントを構成する方向と大きさ（グラジェントの絶対値）のうち、大きさに対応す
る量であればどのようなものであってもよく、例えば上記（９）に列挙した量のうちのい
ずれか１つを選択することができる。
【００５５】
　また、本発明の第１の超音波診断装置は、上記（４）の輪郭抽出手段で輪郭を求めるに
あたっては、上述したように、上記極大点が輪郭上の点である蓋然性を表わす特徴量を求
める特徴量演算手段を備え、その特徴量に基づいて輪郭を求めるように構成することが好
ましく、その場合に上述の（ａ）～（ｅ）のうちのいずれか１つもしくはそれらのうちの
複数の組合せを、上記特徴量に含ませることが好ましい。上記（ａ）～（ｅ）のそれぞれ
を特徴量としたときの作用は以下のとおりである。
（ａ）極大点のスカラ量
　このスカラ量は、上述したように、その極大点のグラジェントの大きさに対応する量で
あり、その極大点における画像データの変化の程度を表わしている。組織の輪郭では画像
データが大きく変化しており、したがってこのスカラ量を特徴量として採用することがで
きる。
（ｂ）上記極大点に対応する点における画像データの平均的な値
　輪郭を挟む２つの組織の画像データの平均的な値は通常大きく異なっている。したがっ
て画像データの値そのものも特徴量として採用することができる。ただし、ここで対応す
る点とは、極大点から、極大点のグラジェント方向に、その対応する点が属する組織（例
えば心筋）の幅の１／２程度離れた点である。平均をとるのは、一点のみの場合ノイズ等
の影響により画像データの値が大きく変動する可能性があるからである。
（ｃ）グラジェントどうしのスカラ積の符号
　上述したように、輪郭を挟む２つの組織の画像データの平均的な値は通常大きく異なっ
ている。したがってその輪郭部では、グラジェントのベクトル方向は、常に、ある一方の
組織からもう一方の組織に向いている。したがって上記符号を特徴量として採用すること
ができる。
（ｄ）角度
　輪郭は連続的なものである。したがって例えば近接する指定線上の輪郭点のグラジェン
トはほぼ同じ向きを向いている。すなわちそれらのグラジェントどうしの角度は小さいも
のと考えられる。したがってこの角度を特徴量として採用することができる。
（ｅ）距離
　上述したように輪郭は連続的なものである。したがって上述した距離が短い方が輪郭上
の点である蓋然性が大きいことになる。したがってこの距離を特徴量として採用すること
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ができる。
【００５６】
　また上記本発明の第１の超音波診断装置において、上記（４）の輪郭抽出手段が、上記
（４－１）の特徴量演算手段に加え、上記（４－２Ａ）の候補点抽出手段および上記（４
－３Ａ）の輪郭点抽出手段を備えた場合、あるいは、上記（４－１）の特徴量演算手段に
加え、上記（４－２Ｂ）の候補点抽出手段および上記（４－３Ｂ）の輪郭点抽出手段を備
えた場合、隣接する輪郭点が互いに大きく離れた位置に誤検出されてしまうことが防止さ
れ、より高精度な輪郭抽出が行なわれる。
【００５７】
　また上記本発明の第１の超音波診断装置を用いて人体の心臓を被検体とし左心室の輪郭
を求める場合に、上記（１０）の弁根元検出手段を備え、断層上の、２つの弁の根本どう
しを結ぶ領域を除く領域上に輪郭上の点を抽出すると、すなわち、換言すれば、２つの弁
の根本どうしを結ぶ領域内にもし輪郭上の点と思われる点が抽出されてもその点は輪郭上
の点とは見なさずに棄却するように構成すると、弁の動きによる誤った輪郭が抽出される
ことが防止され、より信頼性の高い輪郭抽出が可能となる。
【００５８】
　上記（１０）の弁根元検出手段としては、上記（４－２Ａ）および（４－３Ａ）、ない
しは、上記（４－２Ｂ）および（４－３Ｂ）と同様に、隣接する輪郭候補点が所定距離を
越えて離れているか否かを判定基準の少なくとも１つとして弁の根元に位置する境界点を
抽出する手段を採用することができる。
【００５９】
　また、上記本発明の第１の超音波診断装置は、上記輪郭表示手段を備えて、上記のよう
にして求めた輪郭を示す輪郭線や輪郭の内外を識別できるような画像を表示したり、その
輪郭内部の面積や体積を求めて、その面積や体積を表示することにより、観察、診断に有
効な情報をわかりやすい形で提供することができる。面積ないし体積を表示するにあたっ
ては、その面積ないし体積を数字で表示してもよいが、その面積ないし体積の時間変化を
示すグラフを表示すると、心臓の鼓動等による組織の伸縮の様子が一目でわかり、一層有
効である。
【００６０】
　本発明の第２の超音波診断装置は、上記（１２）～（１４）の構成を備え、演算有効領
域内部に輪郭を求めるものであるため、例えば図４６を参照して説明した方法において、
概略の領域３を人が指定する必要がなく、例えば心臓の拡張，収縮等により不要な領域が
含まれた必要な領域が外れたりするような、人が概略の領域３を指定した場合の問題が解
決され、輪郭が正確に求められる。
【００６１】
　また、本発明の第２の超音波診断装置は、上記のように、演算有効領域内に輪郭を求め
るものであるため、この第２の超音波診断装置を、グラジェントに対応するスカラ量の極
大点に基づいて輪郭を検出する本発明の第１の超音波診断装置に適用した場合、演算有効
領域から外れた位置に輪郭点と思われる点が検出されてもこれを輪郭点とは見なさずに棄
却し、その演算有効領域内部にのみ輪郭点を求めることにより、より高精度な輪郭抽出が
可能となる。
【００６２】
　本発明の第２の超音波診断装置における上記（１４）の演算有効領域検出手段としては
、断層面内の所定の中心点から発し、その断層面内の、上記グラジェントを求めた点を通
って延びる指定線の方向と、そのグラジェントを求めた点におけるグラジェントの方向と
の成す角度に基づいてその断層面内の各点に対応する画像データを二値化したときの、二
値化された画像データの断層面内の分布に基づいて、上記演算有効領域を検出する手段を
採用することができ、その場合、特に左心室の輪郭を抽出する場合に、その左心室を確実
に取り込んだ演算有効領域が定められる。したがって左心室の輪郭が高精度に抽出される
。
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【００６３】
　また、本発明の第３の超音波診断装置は、上記（１８）～（２０）の構成を備えている
ため、各フレーム毎に初めから輪郭を求める演算を行うことなく、あるフレームについて
求められた輪郭を断層面内の複数点の動きに応じて変形することにより、複数の一連のフ
レームについての各輪郭が求められる。尚、輪郭を変形するにあたっては、輪郭演算手段
で求められた輪郭を直接変形してもよく、あるいはその輪郭が変形された輪郭をさらに変
形してもよい。
【００６４】
　この、断層面内の各点の動きは、例えばオプティカルフロー法ないし相互層間法を採用
して求めることができる。
【００６５】
　以下に、オプティカルフロー法、および相互相関法について説明する。
【００６６】
　［オプティカルフロー法］
　オプティカルフロー法は、動画像の見掛け上の速度場を算出する方法である。詳細は、
古賀、三池編著「パソコンによる動画像処理」（森北出版）に詳しい。今、断層面上の空
間座標を（ｘ，ｙ）、時間をｔで表現し、画像上の輝度をＰ（
ｘ，ｙ，ｔ）と表現すると、輝度変化の無い移動は、次式で表現される。
【００６７】
　　Ｐ（ｘ，ｙ，ｔ）＝Ｐ（ｘ＋δｘ，ｙ＋δｙ，ｔ＋δｔ）　……（１）
　ここで、右辺をテーラー展開し、２次以降を無視すると、次式が成立する。
【００６８】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６９】
　上式において、Ｐｘ，Ｐｙはｘ，ｙ方向の空間的な勾配、Ｐｔは時間的な勾配、ｕ，ｖ
は算出したいオプティカルフロー速度である。（２）式を解くには、更に１つ以上の拘束
条件が必要となる。拘束条件の与え方によって、算出される速度（ｕ，ｖ）の精度が決定
されるが、この拘束条件の与え方自体は、本発明の根幹に直接関連しないので、代表的な
方式を以下に示す。
【００７０】
　画像が空間的に滑らか、即ち、空間的変化を最小にするには、
　（∂ｕ／∂ｘ） 2＋（∂ｕ／∂ｙ） 2＋（∂ｖ／∂ｘ） 2＋（∂ｖ／∂ｙ） 2

　　　　　　　→ｍｉｎ．　　　　　　　　　　　　　　　　　……（３）
という条件を加え、次式の誤差関数が最小になるようにオプティカルフローを決定する。
【００７１】
　Ｅ＝∬［｛Ｐｘ・ｕ＋Ｐｙ・ｖ＋Ｐｔ｝ 2

　　　＋α 2｛ｕｘ 2＋ｕｙ 2＋ｖｘ 2＋ｖｙ 2｝］ｄｘｄｙ　　……（４）
　　但し、ｕｘ＝∂ｕ／∂ｘ、ｕｙ＝∂ｕ／∂ｙ、ｖｘ＝∂ｖ／∂ｘ、
　　　　　ｖｙ＝∂ｖ／∂ｙである。
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【００７２】
　（４）式を拘束条件とすることで、算出される速度（ｕ，ｖ）は空間的に十分滑らかで
あって、しかも、（２）式を満たす値となる。αは、（２）式と（３）式との相対的な重
みを与えるものである。
【００７３】
　変分法により、以下のような偏微分連立方程式を得る。
【００７４】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７５】
　上式を解けば、オプティカルフロー速度（ｕ，ｖ）を得ることができる。
【００７６】
　また、別の拘束条件として、局所領域Ｓ内で、オプティカルフローが略一定という条件
を与え、領域Ｓ内に含まれる空間座標（ｉ，ｊ）内において、次式の最小化を考える。
【００７７】
　Ｅ＝ΣΣ［Ｐｘ（ｉ，ｊ，ｋ）ｕ＋Ｐｙ（ｉ，ｊ，ｋ）ｖ
　　　　　　＋Ｐｔ（ｉ，ｊ，ｋ）］ 2　　　　　　　　　　　……（６）
　この場合、∂Ｅ／∂ｕ＝０，∂Ｅ／∂ｖ＝０の条件により、速度成分は、次式のように
算出される。
【００７８】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７９】
　尚、ここでは、二次元的なオプティカルフロー速度を算出したが、断層面内の所定の一
次元方向に関してのみ、オプティカルフロー速度を算出してもよい。
【００８０】
　［相互相関法］
　相互相関法に関しては、相互相関係数をｒ（ｍ，ｎ）としたとき、例えば、
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【００８１】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８２】
を算出しても良いし、画像を予め２値化し、２値化した画像データＱ（ｉ，ｊ，ｔ）に関
して以下のような値を算出してもよい。
【００８３】
　ｒ（ｍ，ｎ）＝ΣΣＱ（ｉ，ｊ，ｔ）Ｑ（ｉ＋ｍ，ｊ＋ｎ，ｔ＋Δｔ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（９）
　相互相関関数ｒ（ｍ，ｎ）の中で、最大値を検索すれば、その時のｍ，ｎが動きに対応
する。また、所定方向のみの動きを求める場合は、上記の二次元相関関数を一次元にすれ
ば、一次元的な動きを算出することができる。
【００８４】
　尚、オプティカルフロー法、相互相関法のいずれにおいても、所定方向のみの動きを求
める場合、輪郭内部の所定の中心点を起点として断層面内に放射状に延びる複数の指定線
の各方向を採用すると、一次元の演算で、輪郭の動きを高精度に知ることができる。この
場合において、上記「所定の中心点」は、オペレータが入力してもよく、あるいは既に輪
郭が求められたフレームの、輪郭内部の重心等を求め、その重心等を上記所定の中心点と
して採用してもよい。
【００８５】
　また、上記（１８）の動き算出手段が、断層面内に設定された複数の領域それぞれにつ
いて各複数点の動きを算出し、それら複数の領域それぞれについて正確な動きを表わす蓋
然性の高い、算出された動き抽出して、抽出された動きの代表値を、上記複数の領域それ
ぞれについて求めるものである場合、断層面内の各領域の正確な動きが求められ、輪郭を
正確に変形することができる。
【００８６】
　また、上記本発明の第３の超音波診断装置において、上記（２１）の前処理手段を備え
ると、上記（１８）の動き算出手段において、より正確な、もしくはより簡単な演算で動
きが求められる。この場合特に、動き算出手段がオプティカルフロー法により動きを求め
るものである場合に、前処理手段として平滑化処理を施す前処理手段を採用することによ
り、より正確な動きが求められる。また、動き算出手段が、相互相関法により、動きを求
めるものである場合に、二値化処理を施す前処理手段を採用することにより前述の（９）
式に示すように、演算が簡単となり、動きがより高速に求められる。
【００８７】
　また、上記本発明の第３の超音波診断装置において、上記（１９）の輪郭演算手段が、
上記（１９－１）～（１９－４）の、グラジェント演算手段、スカラ量演算手段、極大点
演算手段、輪郭抽出手段を備えたものである場合、これら（１９－１）～（１９－４）の
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各手段は、本発明の第１の超音波診断装置の上記（１）～（４）の各手段と同一であり、
このように、本発明の第３の超音波診断装置は、本発明の第１の超音波診断装置をそのま
ま取り込んだ構成とすることができる。ただし、本発明の第３の超音波診断装置では、複
数のフレームが存在する場合に、すべてのフレーム１つずつについて本発明の第１の超音
波診断装置における手法と同様にして輪郭を求めるのではなく、あるフレームについて第
１の超音波診断装置と同様にして輪郭を求め、他のフレームについては、その輪郭を変形
することによりそのフレームについての輪郭を求めるように演算される。
【００８８】
　尚、本発明の第１の超音波診断装置における手法と同様の手法を用いて輪郭を求める場
合において、本発明の第２の超音波診断装置における手法と同様にして、輪郭を求める領
域を演算有効領域内に限定してもよい。この場合、本発明の第３の超音波診断装置に、本
発明の第１および第２の超音波診断装置の双方が取り込まれたことになる。
【００８９】
　さらに、上記本発明の第３の超音波診断装置においては、上記第１の超音波診断装置お
よび上記第２の超音波診断装置の構成とは離れた構成とし、例えば、上記（２２）の輪郭
点指定用操作子を備えた構成としてもよい。このとき、上記（１９）の輪郭演算手段では
、輪郭点指定用操作子の操作により入力された輪郭点どうしを例えばスプライン関数でな
めらかに結ぶことにより輪郭を求めてもよく、入力された輪郭点の数が多いときは、輪郭
演算手段は、特に実質的な演算なしに、例えばそれらの輪郭点を単純に折れ線で結ぶこと
等により輪郭を求めてもよく、あるいは、それら手動，半手動的に入力された輪郭を、例
えば上記（１９－１）～（１９－４）からなる輪郭演算手段により求めた輪郭を加味して
修正するように構成してもよい。本発明にいう輪郭演算手段は、これらの態様をすべて包
含する概念を表わしている。
【００９０】
　また、本発明の第３の超音波診断装置において、上記（２３）の同期信号獲得手段を備
え、上記（１９）の輪郭演算手段が鼓動同期信号に基づいて指定されたフレームについて
輪郭を求めるものである場合、鼓動に同期した、輪郭を正確に求めることのできるフレー
ムを指定してそのフレームについて輪郭を求め、鼓動に同期した他のフレームについては
、輪郭を求めたフレームの輪郭を変形してそのフレームの輪郭を求めるようにすることが
でき、初期値として正確な輪郭が求められることから、すべてのフレームについて一層正
確な輪郭が求められる。
【００９１】
　上記鼓動同期信号としては、例えば、心電図波形信号、ドプラ波形信号等を採用するこ
とができる。
【００９２】
　さらに、本発明の第３の超音波診断装置において、上記（２４），（２５）の記憶手段
，フリーズ手段を備え、フリーズ状態にある複数フレーム中の、あるフレームについて輪
郭を求め、他のフレームについては輪郭を変形することによりそのフレーム輪郭を求める
ようにしてもよい。このときには、輪郭が正しく求められなかった場合にその輪郭を手動
で変更する等の細かな作業や、各フレームの輪郭をゆっくりとレビューする等の細かな観
察が可能となる。
【００９３】
　本発明の第２の超音波診断装置ないし本発明の第３の超音波診断装置では、上記第１の
超音波診断装置と同様、例えば上記（１５），（２５）の表示手段で輪郭が表示され、あ
るいは、上記（１６），（２６）の誘導量、例えば輪郭内部の面積、輪郭の重心位置、輪
郭内部の体積等、あるいはそれらの誘導量の複数フレームに亘る変化量が上記（１７），
（２７）の表示手段で表示される。
【００９４】
　尚、輪郭内部の体積の算出手法は特定の手法に限定されるものではないが、例えば、輪
郭を円もしくは楕円で近似し、その円もしくは楕円を回転させたときの球もしくは回転楕
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円体の体積を求めてもよく、あるいは、輪郭を複数の直方体の積層で近似し、各立方体を
回転させたときの各円板の体積の総和を求めてもよい。
【発明の効果】
【００９５】
　以上説明したように、本発明によれば、オペレータによる手作業なしで、あるいは簡単
な手作業のみで、組織の輪郭を客観的に抽出することができる。
【００９６】
　また、本発明の第２の超音波診断装置によれば、演算有効領域を定めることにより、組
織の輪郭を一層正確に抽出することができる。
【００９７】
　また、本発明の第３の超音波診断装置によれば、あるフレームについて求められた輪郭
を断層面内の複数点の動きに応じて変形することにより、各フレーム毎に輪郭を求める演
算を初めから行なうことなく、一連の複数のフレームについての各輪郭が求められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９８】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００９９】
　先ず、本発明の第１の超音波診断装置の実施例について説明する。尚、超音波診断装置
の基本構成については広く知られているため、ここでは、超音波診断装置の基本構成自体
についての図示および説明は省略する。
【０１００】
　図１は、本発明の第１の超音波診断装置の一実施例における、輪郭を抽出して表示する
フローを示した図、図２は所定の中心点（Ｘ０，Ｙ０）から放射状に延びる複数（この例
では１６本）の指定線を示す図である。
【０１０１】
　先ず被検体内に超音波を送信し被検体内で反射して戻ってきた超音波を受信することに
より被検体内の断層像を表わす画像データを得る。以下、画像データと画像とを特に区別
せずに、画像データを画像ないし断層像と称することがある。
【０１０２】
　次に超音波診断装置の画像メモリにある断層像を、画面の横方向、縦方向共に読み出し
て微分フィルタをかける。それらが、グラジェントのｘ，ｙ成分である。これをグラジェ
ント演算手段と称する。
【０１０３】
　グラジェントを求める際、微分フィルタの幅は、心筋厚みの半分以上２倍以内が望まし
い。なぜなら、心筋の半分以下の幅だと弱い境界が強調できずに、グラジェントの大きさ
を表示すると切れ切れの画像になってしまい、また、心筋の２倍以上の幅だと、輪郭付近
におけるグラジェントの大きさの変化がなだらかとなり、ピークが平たくなってしまう。
その結果、いずれの場合も境界を特定するのが難しくなるからである。
【０１０４】
　次に、スカラ量演算手段において、スカラ量（グラジェントの大きさ）を求める。グラ
ジェントの大きさとしては、グラジェントのｘ成分の２乗とｙ成分の２乗との和つまりグ
ラジェントの絶対値、或いは、その和の平方根つまりグラジェントの絶対値、或いはｘ成
分とｙ成分の絶対値の和などが考えられる。
【０１０５】
　次に、図２に示すように、手作業で入力した中心点（Ｘ０，Ｙ０）、あるいは予め指定
されている中心点（Ｘ０，Ｙ０）から、各指定線に沿って放射線状に走査して、その各指
定線上でグラジェントの大きさの差分をとることによりグラジェントの大きさの極大点を
検出する（極大点演算手段）。その差分の符号がプラスからマイナスに変化した点が、極
大点である。その際、グラジェントの大きさがなだらかな変化をしていると、ひとつの山
で複数の極大点を抽出してしまう。そこで、差分の符号が変化したときに、その前後のデ
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ータの平均値で置き換えてもう一度符号を確かめてみることで、代表的な極大点を選ぶこ
とができる。この詳細については後述する。
【０１０６】
　上記方法で抽出した極大点は、１本の線上で幾つも見つかるのが普通であるため、輪郭
上の点として最適なものを選ぶ必要がある。そこで、輪郭抽出手段において、各極大点に
ついて、いくつかの特徴量を演算し、それらの特徴量を総合することにより各極大点毎に
総合的な特徴量を演算し、その総合的な特徴量に基づいて極大点の中から輪郭上の点（輪
郭点）を抽出する（輪郭抽出手段）。特徴量の例については後述する。
【０１０７】
　上記のようにして輪郭点が求まったら、それらを直線あるいは曲線で繋いで、輪郭を表
示する（輪郭表示手段）。
【０１０８】
　上記輪郭点、直線、曲線、輪郭等から、面積を求める手段もいくつか考えられる。例え
ば、隣合う２つの輪郭点と中心点を結んだ３角形の面積を積和して、求める方法等である
。
【０１０９】
　以下、上記の各手段の詳細について説明する。
【０１１０】
　図３（Ａ），（Ｂ）は、グラジェント演算手段の各例を示す図、図４は微分フィルタを
示す図である。
【０１１１】
　図４（Ａ）は、横方向（これをＸ方向とする）の一次元微分フィルタの演算子であり、
図４（Ｂ）は、その微分フィルタをグラフ化した図である。このような、幅ｄにわたって
一定の傾きをもった微分演算子を断層像に作用させることにより、断層像を横方向（Ｘ方
向）に微分した画像を得ることができる。
【０１１２】
　図３（Ａ）に示すグラジェント演算手段では、図４（Ａ），（Ｂ）に示す形状の横微分
フィルタ、およびその横微分フィルタを９０°回転させて縦向きにした形状の縦微分フィ
ルタにより断層像全面が縦横にそれぞれ微分される。その各微分により得られた画像のう
ち、横方向（Ｘ方向）に微分した画像については縦方向（Ｙ方向）に移動平均され、縦方
向（Ｙ方向）に微分した画像については横方向（Ｘ方向）に移動平均される。
【０１１３】
　これは、微分しただけでは断層像に含まれるノイズ等により微分値が大きく変動するた
め、移動平均を行うことにより、その変動を押さえるものである。このような演算により
、断層像の各点のグラジェントの、Ｘ成分Ｇｘ  ，Ｙ成分Ｇｙ  が求められる。
【０１１４】
　図３（Ｂ）に示すグラジェント演算手段は、移動平均を先に行い、その後微分演算を行
うものであり、このように移動平均と微分演算は順序が逆になってもよい。
【０１１５】
　図４（Ｃ），（Ｄ）は、それぞれ、Ｘ方向に微分するとともにＹ方向に平均化操作を行
う微分演算子、および、Ｙ方向に微分するとともにＸ方向に平均化操作を行う微分演算子
を示した図である。
【０１１６】
　微分演算と移動平均を分けて別々に行うことに代えて、このような微分平均化演算子を
断層像に作用させてもよい。
【０１１７】
　図５は、断層像上の各点（Ｘ，Ｙ）の画像データの値をグラフ化して示した模式図であ
る。図５（Ａ）は、微分演算前の画像データ、図５（Ｂ）～（Ｄ）は微分演算後の画像デ
ータを示している。
【０１１８】
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　図５（Ａ）に示すようにＸ方向に値の変化した画像データをＸ方向に微分する場合を考
える。このとき、図４（Ｂ）に示す微分フィルタの幅ｄが狭すぎると、図５（Ｂ）に示す
ように、左心室と心筋との輪郭の画像データがなだらかに変化している点では小さい値の
微分データしか得られず、一方、幅ｄが広すぎると図５（Ｄ）のように微分のピークがは
っきりしなくなってしまう。本発明者による実験では、微分フィルタの幅ｄを、ここで求
めようとする輪郭を挾んで接する左心室と心筋とのうち幅の狭い心筋の幅の０．５倍以上
２倍以下に選ぶことにより、図５（Ｃ）に示すような適切な微分データが得られることが
判明した。
【０１１９】
　本実施例では、一例として断層像として６４０×４８０ドット、１ドットあたり８ビッ
ト（２５６階調）の画像が取り込まれ、図４に示す微分データの幅（ドット数２ｎ＋１）
として、心筋の厚みとほぼ同じ２１ドットが選択される。図４（Ｃ），（Ｄ）に示すよう
に、本実施例では、移動平均の幅も２ｎ＋１＝２１（ドット）が選ばれている。
【０１２０】
　図６（Ａ）～（Ｃ）は、スカラ量演算手段の各例を示す図である。
【０１２１】
　図６（Ａ）は、グラジェントのＸ成分Ｇｘ  ，Ｙ成分Ｇｙ  がそれぞれ二乗されてＧｘ２
，Ｇｙ２が求められ、それらが加算されてさらに平方根が演算され、グラジェントの絶対
値（Ｇｘ２＋Ｇｙ２）１／２  が算出される。
【０１２２】
　図６（Ｂ）は、図６（Ａ）と比べ平方根演算が省かれており、グラジェントの２乗、す
なわちＧｘ２＋Ｇｙ２が算出される。
【０１２３】
　また図６（Ｃ）では、グラジェントのＸ成分Ｇｘ  ，Ｙ成分Ｇｙ  それぞれの絶対値｜Ｇ
ｘ  ｜，｜Ｇｙ  ｜が算出され、それらが互いに加算され、｜Ｇｘ  ｜＋｜Ｇｙ  ｜が算出さ
れる。
【０１２４】
　ここに各例を示すように、本発明にいうスカラ量としては、グラジェントの大きさに対
応する種々の演算量を採用することができる。
【０１２５】
　図７は、極大点演算手段におけるデータ処理を示すフローチャート、図８はその説明図
である。
【０１２６】
　この極大点演算手段では、先ず、スカラ量演算手段で算出されたグラジェントの大きさ
を参照し、図２に示す各指定線に沿って放射状に差分をとり、差分値の正負の変化を見て
グラジェントの大きさが極大となる位置、すなわち、グラジェントの大きさの差分の符号
が正から負になる位置を検出し、これにより、左心室の輪郭上にあると考えられる極大点
の候補点を抽出する。しかし、グラジェントの大きさがばらつくと、あきらかに輪郭上の
点ではない点まで候補点として選ばれるという問題がある。そこで、グラジェントの大き
さの差分値が正から負に変化したとき、その変化により抽出された候補点について、その
前後の点のグラジェントの大きさの差分値の平均値をその候補点の新たな差分値として置
き換えた上でもう一度正負の判定を行い、そのときにも再度符号の変化が検出された場合
だけ、候補点として抽出する。
【０１２７】
　例えば、図８において、Ａ nはグラジェントの大きさ、Ｓ n＝Ａ n + 1－Ａ nはグラジェント
の大きさの差分である。Ａ 5は、Ｓ 4とＳ 5の符号が異なるので、極大点の候補点として一
旦抽出されるが、Ｓ 5’＝（Ｓ 4＋Ｓ 6）／２と置き換えると、Ｓ 4とＳ 5’は同符号となる
ため、この候補点は極大点としては抽出しない。一方、Ａ 8は、Ｓ 7とＳ 8の符号が異なり
、Ｓ 8＝（Ｓ 7＋Ｓ 9）／２としても、Ｓ 7とＳ 8’は異符号となるため極大点として抽出す
る。
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【０１２８】
　図９は、輪郭抽出手段において求められる各種の特徴量を示す図である。
【０１２９】
　輪郭抽出手段では左心室の輪郭を抽出するにあたり、上記のようにして抽出した極大点
それぞれについて、図示のように、『Ａ：大きさ』、『Ｂ：平均値』、『Ｃ：内外判定』
、『Ｄ：角度差』、『Ｅ：距離』の５つの個々の特徴量が求められ、それら特徴量どうし
が乗算され、各極大点それぞれについての各総合的な特徴量が算出される。
【０１３０】
　特徴量『Ａ：大きさ』は、グラジェントの大きさを言い、ここでは、例えば、図６（Ｂ
）に示す演算子に従って演算された、グラジェントの絶対値の２乗Ｇ x

2＋Ｇ y
2を採用する

。
【０１３１】
　図１０は、特徴量『Ｂ：平均値』を算出するための演算ブロック図である。
【０１３２】
　ここでは、断層像がＸ方向，Ｙ方向双方について、微分フィルタの幅ｄ（図４（Ｂ）参
照）と同じ２１ドット分について画像データが移動平均され、平均値Ｂが求められる。こ
の移動平均の順序は、図１０（Ａ）に示すようにＸ方向について先に行ってもよく、図１
０（Ｂ）に示すようにＹ方向について先に行ってもよい。
【０１３３】
　即ち、各画素について、下記（１０）式に示すようにその周囲のＸ方向±１０ドット，
Ｙ方向±１０ドット分の画像データが加算される。
【０１３４】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３５】
　尚、数学的には平均値は上式を画素数で割り算する必要があるが、演算を行う画素数が
固定であることから、データ処理上は加算値は平均値と等価であり、ここでは計算量を下
げるため、画素数での割り算は省略されている。
【０１３６】
　図１１は、特徴量『Ｃ：内外判定』の演算の説明図である。
【０１３７】
　ここでは極大点のグラジェントベクトル（Ｇ x，Ｇ y）と、中心点（Ｘ０，Ｙ０）（図２
参照）から極大点の位置（Ｘ，Ｙ）へ向う方向ベクトル（Ｘ－Ｘ０，Ｙ－Ｙ０）との内積
（スカラ積）の正負により、中心点（Ｘ０，Ｙ０）から見てグラジェントベクトルが内向
きか外向きかの判定が行われる。
【０１３８】
　すなわち、
　　（内積）＝（Ｘ－Ｘ０）・Ｇ x＋（Ｙ－Ｙ０）・Ｇ y　　……（１１）
を算出し、
（内積）＞０ならば図１１（Ａ）に示すように外向きなので、特徴量Ｃ＝１とし、
（内積）≦０ならば図１１（Ｂ）に示すように内向きなので、特徴量Ｃ＝０とする。
【０１３９】
　最終的には、総合的な特徴量を求めるために個々の特徴量全てを掛け合せるので、内向
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きのグラジェントベクトルを持つ点は、棄却されることになる。これは、心筋の、左心室
側の内壁のみを輪郭として抽出し、心筋の外壁を輪郭として抽出しないためである。
【０１４０】
　図１２は、特徴量Ｃを求めるための演算ブロック図である。
【０１４１】
　極大点の座標（Ｘ，Ｙ）と中心の座標（Ｘ０，Ｙ０）との差分（Ｘ－Ｘ０，Ｙ－Ｙ０）
が求められ、そのＸ成分Ｘ－Ｘ０，Ｙ成分Ｙ－Ｙ０とグラジェントのＸ成分Ｇｘ  ，Ｙ成
分Ｇｙ  がそれぞれ乗算されて互いに加算され、その符号が判定され、その符号がプラス
ならばグラジェントは外向きなのでＣ＝１，その符号がマイナスならばグラジェントは内
向きなのでＣ＝０が出力される。
【０１４２】
　図１３は、特徴量『Ｄ：角度差』の演算の説明図である。
【０１４３】
　ここでは、図２に示す放射状の複数の指定線について順次演算を行っていくものとし、
図１３（Ａ）に示すように、前回の指定線上の輪郭点のグラジェントベクトルＧ１＝（Ｇ

x 1，Ｇ y 1）と、今回の指定線上の各極大点＃１～＃５のグラジェントベクトルＧ２＝（Ｇ

x 2，Ｇ y 2）との成す角度ｄθを計算する。輪郭線上の隣り合う２点の稜線の方向はほぼ同
じであると考えられるため、ここでは角度差ｄθが小さいほど値の大きくなる特徴量Ｄを
出力とする。
【０１４４】
　ここで、図１３（Ｂ）に示すように、グラジェントの角度をそれぞれθ１とθ２とする
と、グラジェントベクトルはそれぞれ、
　　Ｇ１＝｜Ｇ１｜ｅｘｐ（ｊθ１）
　　Ｇ２＝｜Ｇ２｜ｅｘｐ（ｊθ２）
となる。但しｊは虚数単位を表わす。ここで、Ｇ１の複素共役をＧ２に掛け合せると、
　　Ｇ１ *・Ｇ２＝｜Ｇ１｜ｅｘｐ（－ｊθ１）×｜Ｇ２｜ｅｘｐ（ｊθ２）
　　　　　　　　＝｜Ｇ１｜｜Ｇ２｜ｅｘｐ（ｊ（θ２－θ１）
したがって
【０１４５】
【数６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４６】
となる。但し＊は複素共役を表わす。
【０１４７】
　一方、グラジェントベクトルは、
　　　Ｇ１＝Ｇｘ１＋ｊＧｙ１
　　　Ｇ２＝Ｇｘ２＋ｊＧｙ２
であるから、
　　　Ｇ１ *・Ｇ２＝（Ｇｘ１－ｊＧｙ１）（Ｇｘ２＋ｊＧｙ２）
　　　　　　　　　＝Ｇｘ１・Ｇｘ２＋Ｇｙ１・Ｇｙ２
　　　　　　　　　　＋ｊ（Ｇｘｌ・Ｇｙ２－Ｇｘ２・Ｇｙ１）
となり、Ｇ１ *・Ｇ２の実数成分と虚数成分は、それぞれ、
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　　　Ｒｅａｌ（Ｇ１ *・Ｇ２）＝Ｇｘ１・Ｇｘ２＋Ｇｙ１・Ｇｙ２
　　　Ｉｍａｇ（Ｇ１ *・Ｇ２）＝Ｇｘ１・Ｇｙ２－Ｇｘ２・Ｇｙ１
であることが分かる。これより、求めたい角度ｄθは、
【０１４８】
【数７】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４９】
となる。
【０１５０】
　特徴量Ｄは、図１３（Ｃ）に示すように角度差ｄθが０ならば最大値πをとり、角度差
ｄθがπあるいは－πに近づくにしたがって０に近づくように次式で定義する。
【０１５１】
　　　Ｄ＝π－｜ｄθ｜　　　　　　　　　……（１４）
　図１４は、特徴量Ｄを求めるための演算ブロック図である。
【０１５２】
　　　Ｘ＝Ｇｘ１×Ｇｘ２＋Ｇｙ１×Ｇｙ２
　　　Ｙ＝Ｇｘ１×Ｇｙ２－Ｇｘ２×Ｇｙ２
が演算され、
　　　ｄθ＝ａｔａｎ（Ｙ／Ｘ）
が演算され、これにより（１３）式に従った角度ｄθが求められる。
【０１５３】
　図１５は、特徴量『Ｅ：距離』の演算の説明図である。
【０１５４】
　図１５（Ａ）に示すように、前回の指定線上の輪郭点の位置（Ｘ１，Ｙ１）から、その
輪郭点のグラジェントに対し直角方向に延ばした線と、今回の指定線との交点（Ｘｒ，Ｙ
ｒ）から、今回の指定線上の各極大点の位置までの距離ｄｒをそれぞれ求め、距離ｄｒが
短いほど値の大きくなる特徴量Ｅを出力とする。例えば図１５（Ａ）では＃２の極大点の
距離ｄｒが一番短いので、＃２の極大点の特徴量Ｅが一番大きな値をとることになる。
【０１５５】
　まず、基準となる長さすなわち、中心点（Ｘ０，Ｙ０）と交点（Ｘｒ，Ｙｒ）との距離
ｒを求める。
【０１５６】
　図１５（Ｂ）において、（Ｘ０，Ｙ０）は放射状線分の中心点、（Ｘ１，Ｙ１）は前回
の指定線の輪郭点、（Ｇｘ，Ｇｙ）はその輪郭点のグラジェントベクトル、（Ｘｒ，Ｙｒ
）は、今回の指定線と、前回の指定線上の輪郭点を通ってその輪郭点のグラジェントに直
交する直線との交点、θは、Ｘ軸を基準としたときの今回の指定線の角度である。（Ｘｒ
，Ｙｒ）から（Ｘ１，Ｙ１）へ向う太線のベクトルのＸ成分とＹ成分の比Ｒを式で表わす
と、
【０１５７】
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【数８】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５８】
である。
【０１５９】
　この式を変形して、
　　－Ｇｘ（Ｘ１－Ｘ０－ｒｃｏｓθ）＝Ｇｙ（Ｙ１－Ｙ０－ｒｓｉｎθ）
　　ｒ（Ｇｘｃｏｓθ－Ｇｙｓｉｎθ）＝Ｇｘ（Ｘ１－Ｘ０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋Ｇｙ（Ｙ１－Ｙ０）
したがって、
【０１６０】
【数９】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１６１】
となる。基準となる交点の座標（Ｘｒ，Ｙｒ）は、
　　Ｘｒ＝Ｘ０＋ｒｃｏｓθ，
　　Ｙｒ＝Ｙ０＋ｒｓｉｎθ　　　　　　　……（１６）
と表わすことができる。
【０１６２】
　この座標からの距離ｄｒをそれぞれの極大点（Ｘ，Ｙ）について求めると、
　ｄｒ＝｛（Ｘ－Ｘｒ） 2＋（Ｙ－Ｙｒ） 2｝ 1 / 2　　……　（１７）
となる。この場合は＃２の候補点が一番近い点と考えられる。
【０１６３】
　特徴量Ｅは、距離が所定ドット数ｄｒ０（例えばｄｒ０＝２０（ドット））長くなる毎
に、図１５（Ｃ）に示すように出力値が半減するような指数関数とした。すなわち特徴量
Ｅは、
【０１６４】
【数１０】
　
　
　
　
　
　
　
【０１６５】
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図１６は、距離ｒおよび交点の座標（Ｘｒ，Ｙｒ）を求めるための演算ブロック図、図１
７は、距離ｄｒを求めるための演算ブロック図である。
【０１６６】
　図１６に示すように、ここには、中心点の座標（Ｘ０，Ｙ０）、前回の指定線上の輪郭
点の座標（Ｘ１，Ｙ１）とその輪郭点のグラジェント（Ｇｘ，Ｇｙ）、および今回の指定
線の角度θが入力され、
　　Ａ＝Ｇｘ（Ｘ１－Ｘ０）＋Ｇｙ（Ｙ１－Ｙ０）
　　Ｂ＝Ｇｘｃｏｓθ－Ｇｙｓｉｎθ
が演算され、
　　ｒ＝Ａ／Ｂ
が演算され、これにより（１５）式に従う距離ｒが求められる。
【０１６７】
　さらに、この距離ｒにｃｏｓθ，ｓｉｎθがそれぞれ乗算され、Ｘ０，Ｙ０がそれぞれ
加算されて、（１６）式に示す、
　　Ｘ r＝Ｘ０＋ｒｃｏｓθ
　　Ｙ r＝Ｙ０＋ｒｓｉｎθ
が求められる。
【０１６８】
　次に図１７に示すように、上記のようにして求めた交点の座標（Ｘｒ，Ｙｒ）と今回の
指定線上の極大点の座標（Ｘ，Ｙ）とを入力して、（１７）式に示す、
　　ｄｒ＝｛（Ｘ－Ｘｒ） 2＋（Ｙ－Ｙｒ） 2｝ 1 / 2

が求められる。この距離ｄｒは、さらに（１８）式に従って変換され、特徴量Ｅが求めら
れる。
【０１６９】
　上記のようにして求めた特徴量Ａ～Ｅは、図９に示すようにそれらの全てが乗算され、
各極大点毎に総合的な特徴量Ｎが算出される。尚、総合的な特徴量Ｎを算出するに当り、
上述の各特徴量Ａ～Ｅのいずれかを省いてもよく、もしくは、他の特徴量をも加味しても
よい。
【０１７０】
　図１８は、上記のようにして算出した総合的な特徴量Ｎに基づいて、各指定線毎に輪郭
点を１つずつ抽出するための回路ブロック図である。
【０１７１】
　この図において、ｎは、各指定線毎に極大点に付した番号を示す。
【０１７２】
　ある１本の指定線について、極大点の座標（Ｘｎ，Ｙｎ）とその極大点の特徴量Ｎｎが
順次入力される。特徴量Ｎｎは比較器１１とセレクタ１２の双方に入力される。この比較
器１１及びセレクタ１２には、レジスタ１３に格納された値も入力され、比較器１１では
それらが比較される。その比較結果はセレクタ１２に制御信号として入力され、セレクタ
１２からは、比較器１１で比較された２つの値のうち大きい値が通過し、レジスタ１３に
格納される。
【０１７３】
　また、極大点の座標（Ｘｎ，Ｙｎ）はセレクタ１４に入力され、このセレクタ１４には
レジスタ１５に格納された座標値も入力され、比較器１１における比較結果に応じてレジ
スタ１５の内容が今回の座標（Ｘｎ，Ｙｎ）に更新され、あるいはレジスタ１５の前回の
内容が保持される。
【０１７４】
　このようにして１本の指定線上の極大点の座標（Ｘｎ，Ｙｎ）とその極大点の特徴量Ｎ
ｎを順次入力し終わると、レジスタ１５にはその指定線上の複数の極大点のうち最大の特
徴量を有する極大点の座標（Ｘ，Ｙ）が格納され、その最大の特徴量を有する極大点が輪
郭点として抽出される。
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【０１７５】
　上記のようにして１本の指定線上に最大の特徴量を有する極大点を抽出した後、その抽
出された極大点と、その１本の指定線に隣接する指定線上において、同様にして抽出され
既に確定した輪郭点との距離を算出しその距離が所定距離以上離れた大きな距離である場
合、すなわち、輪郭線は連続したものであるにも拘らず、その抽出された極大点が、それ
に隣接する指定線上の輪郭点に連続していると見なすことのできる距離を越えて離れてい
る場合に、その抽出された極大点を輪郭点とすることを止め、その１本の指定線上におい
て、特徴量がその抽出された極大点の次に大きい極大点をもう１度抽出し直し、上記と同
様な判定を行ない、これを必要に応じて繰り返すことにより、所定距離以内の極大点を輪
郭点として抽出するようにしてもよい。このように構成した場合、輪郭線をより高精度に
抽出することができる。
【０１７６】
　尚、最初の１本の指定線上の輪郭点を求めるときは、その最初の１本の指定線上に、他
の極大点と比べ突出した大きな値の特徴量を持つ極大点が存在する場合はその極大点を輪
郭点として確定し、その後上記手法に従って順次隣接する指定線上の輪郭点を定めてもよ
く、あるいは、最初の１本の指定線については、特徴量が最大の極大点を表示画面上に表
示してオペレータにその極大点が輪郭上に存在するか否かを判定させ、輪郭上に存在しな
い旨判定されたときは特徴量が次に大きい極大点を表示画面上に表示するシーケンスを繰
り返してその最初の１本の指定線上の輪郭点を求めてもよく、あるいは、その最初の１本
の指定線上の輪郭点は、上記のような特徴量の演算を行なうことなく、オペレータにその
輪郭点を指定させてもよい。
【０１７７】
　また、異なる時刻における同一の断層面を表わす複数のフレームの間では、あるフレー
ム（前回のフレーム）について輪郭点が確定した後、次のフレーム（今回のフレーム）に
ついて、上記のようにして各極大点についての特徴量を求め、各指定線について最大の特
徴量を有する極大点を求め、これら２つのフレームを重ねたときの同一の指定線上の、既
に確定している前回のフレーム上の輪郭点と、今回のフレームについて求められた最大の
特徴量を有する極大点との間の距離を求め、その距離が所定距離以内にあるか否かに応じ
て、それぞれ、その最大の特徴量を有する極大点を輪郭点として確定させ、あるいは、そ
の最大の特徴量を有する極大点を棄却してその指定線上の、次に大きな値の特徴量を有す
る極大点を求めるシーケンスを繰り返すようにしてもよい。このように構成した場合も、
輪郭線をより高精度に抽出することができる。尚、最初のフレームの輪郭点の確定のさせ
方の手法については、上記と同様、種々の手法の中からその手法を選択することができる
。
【０１７８】
　上記のようにして大きな特徴量を有する極大点を棄却していった結果、所定距離以内に
適当な極大点が見い出せなかったときは、さらにその隣りの指定線上の輪郭点とを直線で
結び、その直線とその極大点が見い出せなかった指定線との交点を見つけ、その交点をそ
の指定線上の輪郭点として定めてもよく、あるいは、その指定線上には輪郭点は存在しな
いものとして、確定した輪郭点のみに基づいた輪郭を定めてもよい。
【０１７９】
　また、輪郭抽出の精度を低下させる原因の１つに、左心室と左心房との間の弁の存在を
挙げることができる。この弁が存在することによる輪郭抽出の精度低下を防止する手法と
して、上記の距離の大小を判定する手法を用いることができる。
【０１８０】
　図１９は、弁の存在による、輪郭抽出精度の低下を防止する手法の１つを示す図である
。図１９（Ａ）～（Ｃ）のそれぞれにおいて、＋は中心点を示す。
【０１８１】
　先ず上述のようにして各指定線上に、図１９（Ａ）に示すような輪郭候補点が求められ
たものとし、隣接する候補点どうしの距離が所定距離以内にあるか否かを判定する。その
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結果、図１９（Ｂ）に示すように、２つの弁のそれぞれの根元に対応する両端の候補点が
求められ、それら両端の候補点に挟まれた領域の候補点は棄却され、その領域を除く領域
に存在する候補点のみが有効とされる。そこで、図１９（Ｃ）に示すように、本実施例で
は、その両端の候補点どうしの間を直線で結び、輪郭としての閉曲線を完成させる。
【０１８２】
　こうすることにより、弁の存在による、輪郭抽出の精度低下が防止される。
【０１８３】
　図２０は、弁の存在による、輪郭抽出精度の低下を防止するもう１つの手法を示す図で
ある。
【０１８４】
　ここでは、同一の指定線上における、前回のフレームの候補点（図２０（Ａ））と今回
のフレームの候補点（図２０（Ｂ））との間の距離を調べ、その距離が所定距離以内にあ
るか否かを判定し、所定距離以上離れた候補点は棄却される（図２０（Ｃ））。このよう
にして、図１９の場合と同様に、正しい輪郭が求められる（図２０（Ｄ））。
【０１８５】
　図２１は、上述のようにして求めた各指定線上の輪郭点を結ぶことにより求めた左心室
の輪郭を示す図である。
【０１８６】
　概略的には図２１（Ａ）に示すように輪郭点どうしを直線で結んでもよく、もしくは、
より正確には図２１（Ｂ）に示すようにスプライン関数を用いて滑らかに結んでもよい。
【０１８７】
　図１に示す輪郭表示手段では、図２１（Ａ）又は図２１（Ｂ）に示すような輪郭線が断
層像に重畳されて表示される。もしくは輪郭線を表示することに代えて、図２１（Ｃ）に
示すようにその輪郭線の内外を色、輝度等により分けた表示を行なってもよい。
【０１８８】
　図２２は、断層像に現れた左心室の面積の求め方の一例を示す図である。
【０１８９】
　三角形の面積は、２２（Ａ）に示すように２辺の長さａ，ｂとその間の角度がわかれば
求まるので、その三角形の面積を図２２（Ｂ）に示すように一周加算することにより左心
室の概略の面積が求められる。
【０１９０】
　輪郭線で囲まれた内部の面積を積分演算することにより内部（左心室）の面積を求めて
もよいが、上記の演算方法であっても左心室の面積を十分な精度で、しかも高速に求める
ことができる。
【０１９１】
　図２３は、左心室の体積の求め方の一例を示す図である。
【０１９２】
　上記のようにして輪郭線を求めた後、中心点（ＸＯ，ＹＯ）から互いに反対方向に延び
る２本の指定線の、中心線（ＸＯ，ＹＯ）と輪郭点までの距離の和が最大となる２本の指
定線を抽出し、それらの指定線を回転軸として輪郭線を回転させたときのその回転体の内
部の体積が算出される。これは、左心室は全体としてほぼ楕円形であるという知見に基づ
くものであり、このようにして算出された体積が左心室の体積であるとみなされる。なお
、体積の算出方法として、例えばＴｅｉｃｈｋｏｌｚ法、Ｐｏｍｂｏ法、Ｇｉｂｓｏｎ法
等が知られており、それらのいずれを採用してもよい。
【０１９３】
　図２４は、上述のようにして求めた面積ないし体積の表示法の一例を示す図である。
【０１９４】
　断層像は時間経過に従って所定のフレームレートで順次得られるため、それらの断層像
それぞれについて面積ないし体積を求め、図２４に示すようにその面積ないし体積を時間
の関数として表示すると、心臓の伸縮の度合いが一見してわかり、観察、診断に一層効果
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的である。もちろん、面積ないし体積を数値で表示してもよい。
【０１９５】
　図２５は、指定線の他の例を示す図である。
【０１９６】
　上述した実施例においては、図２に示すように、中心線（ＸＯ，ＹＯ）から放射線に延
びる指定線が採用されたが、本発明ではそのような放射状の指定線を採用することは必ず
しも必要ではなく、例えば図２５（Ａ）に示すようなＸ方向に平行に延びる指定線や、図
２５（Ｂ）に示すようなＹ方向に平行に延びる指定線を採用してもよい。
【０１９７】
　これら図２５（Ａ），（Ｂ）に示すようにＸ方向ないしＹ方向に平行な指定線を採用す
ると図２に示すような放射状の指定線を採用した場合に比べ、指定線上の極大点の座標を
求める演算が簡単になる。
【０１９８】
　また、図２５（Ｃ）に示すように、オペレータが断層像の表示画面上で概略の長軸を指
定し、その指定された長軸に直交する方向に延びる指定線を採用してもよい。
【０１９９】
　さらに、本発明の第１の超音波診断装置では指定線を採用することも必ずしも必要では
なく、例えば従来法ないし他の簡略法を採用して輪郭の概略位置を求め、その概略の輪郭
に沿って断層像上に多数の小領域を設定し、それらの各小領域内で極大点、特徴量を求め
、各小領域毎に特徴量が最大となる極大点を抽出し、その抽出した極大点を結ぶことによ
り輪郭を求めてもよい。
【０２００】
　次に、本発明の第２の超音波診断装置の実施例について説明する。
【０２０１】
　図２６は、本発明の第２の超音波診断装置の一実施例における、輪郭を抽出して表示す
るフローを示した図である。
【０２０２】
　このフロー中、図１に示す第１の超音波診断装置の実施例におけるフローとの相違点は
、演算有効領域検出手段が備えられていることのみであり、以下、重複説明は省略し、演
算有効領域検出手段を中心に説明する。
【０２０３】
　演算有効領域検出手段では、図１１、図１２を参照して説明したようにして、グラジェ
ントの方向が中心点（Ｘ０，Ｙ０）に近づく方向に向いている内向きか（図１１（Ａ））
、それとも中心点（Ｘ０，Ｙ０）から離れる方向に向いている外向きか（図１１（Ｂ））
が、断層面全面にわたる各画素について判定される。演算有効領域検出手段では、さらに
、その判定結果に基づいて２値画像が作成され、その２値画像に基づいて演算有効領域が
定められる。
【０２０４】
　図２７は、演算有効領域の定め方を示す説明図である。
【０２０５】
　図２７（Ａ）は、上述のようにしてグラジェントの方向に基づいて作成された２値画像
を表わしており、この２値画像に対し、以下のアルゴリズムに従ったラベリングによる連
結処理を行なう。この２値画像中、×印はグラジェントの方向が内向きの画素を表わして
いる。
（１）ある画素に数値ラベルを付すにあたり、隣接画素中で同じ値を有する（グラジェン
トの方向が同じ）画素のうち、数値の最も小さいラベルが付されている画素と同一の数値
のラベルを付す。
（２）隣接画素に同じ値を有する画素がない場合、あるいは隣接画素に同じ値を有する画
素があってもその同じ値を有する隣接画素に未だラベルが付されていない場合は、新たな
数値のラベルを付す。

10

20

30

40

50

(26) JP 3696616 B2 2005.9.21



（３）同じ値を有する複数の隣接画素に互いに異なる数値のラベルが付されていたときは
、数値の小さい方のラベルに統一する。
【０２０６】
　図２７（Ｂ）は、以上の（１）～（３）のアルゴリズムに従って各画素にラベルの付さ
れたラベリング画像を示している。このようにして作成されたラベリング画像中、中心点
（＋）を取り巻く、グラジェントの方向が内向きの連結部分（この例では「１」のラベル
の付された部分）の外周が図２７（Ｃ）に示すように演算有効領域の境界線として定めら
れ、その境界線に囲まれた領域内部にグラジェントの方向が外向きの部分が存在していた
としても、その境界線に囲まれた領域全域が演算有効領域として定められる。
【０２０７】
　図２８は、図２６に示す輪郭演算手段における輪郭の求め方を示す説明図である。
【０２０８】
　図２に示す各指定線上に演算有効領域を一応無視して輪郭点（最大の特徴量を有する極
大点）を求めたときに、図２８（Ａ）に示すように、演算有効領域を外れた点に輪郭点が
求められた場合、その輪郭点は棄却され、図２８（Ｂ）に示すように演算有効領域内部に
新たに輪郭点が求められ、図２８（Ｃ）に示すような輪郭が抽出される。
【０２０９】
　図２６に示すフローによれば、上述のような演算有効領域検出手段を設けたことから、
より精確な輪郭が求められる。
【０２１０】
　図２９は、本発明の第２の超音波診断装置の実施例における、輪郭を抽出して表示する
他のフローを示した図である。
【０２１１】
　このフロー中、図２６に示すフローとの相違点は、図２６に示すフローがスカラ量演算
手段および極大点演算手段を備えていることに代わり、二値化手段が備えられていること
である。この二値化手段では各画素毎の画像データ（輝度）が所定のしきい値と比較され
て二値化され、その二値画像に基づいて輪郭が求められる。
【０２１２】
　図３０は、二値画像に基づく輪郭の求め方を示す説明図である。
【０２１３】
　図３０（Ａ）に示すように、二値画像が示す血流部は演算有効領域の境界線の内外に広
がっており、図３０（Ｂ）に示すようにその血流部のうちの境界線の内側の部分だけが抽
出され、その血流部の外周に沿うように輪郭が定められる（図３０（Ｃ））。
【０２１４】
　このように、演算有効領域を定めることにより、図４６を参照して説明したような、概
略の領域３をオペレータが入力する必要がなくなり、したがって入力ミスによる輪郭の誤
抽出が防止される。
【０２１５】
　次に、本発明の第３の超音波診断装置の実施例について説明する。
【０２１６】
　図３１は、本発明の第２の超音波診断装置の一実施例の概略構成ブロック図である。
【０２１７】
　この超音波診断装置には、超音波を送受信する超音波プローブ１０１が備えられており
、送信回路１０２から超音波プローブ１０１に向けて送信パルスが送信され、超音波プロ
ーブ１０１から被検体（図示せず）内に向けて超音波が送信される。被検体内で反射して
戻ってきた超音波は超音波プローブ１０１で受信されて受信信号が受信回路１０３に入力
され、受信回路１０３では、被検体内に走査線が形成されるように受信信号が遅延、加算
される。受信回路１０３から出力された信号は信号処理回路１０４に入力される。信号処
理回路１０４には、ログアンプ、検波回路、フィルタ処理回路、Ａ／Ｄ変換器等が備えら
れており、必要な信号処理が施されると共にディジタル信号（画像データ）に変換されて
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出力され、ディジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）１０５に入力される。ＤＳＣ１０５
は、超音波の走査線方向のデータを、ＴＶ画面の走査線データに変換するものである。Ｄ
ＳＣ１０５から出力された画像データは、ＣＲＴを備えた表示手段１１１に入力され、そ
の表示画面上に断層像が表示される。またＤＳＣ１０５から出力された画像データは初期
輪郭抽出手段１０７（本発明にいう輪郭演算手段の一例）にも入力される。この初期輪郭
抽出手段１０７ではフレーム指定手段１１２で指定されたフレームについて、例えば、前
述した本発明の第１の超音波診断装置における輪郭抽出手法と同様にして、例えば心臓の
左心室の輪郭が求められる。フレーム指定手段１１２では、心電図あるいはドプラ波形に
基づいてフレームが指定される。あるいは、表示画面をフリーズしてオペレータが直接フ
レームを指定してもよい。初期輪郭抽出手段１０７で求められたその輪郭は表示手段１１
１に入力され、断層像に重畳して輪郭が表示される。また、初期輪郭抽出手段１０７で求
められた輪郭は後述する輪郭変形手段１０９にも入力される。
【０２１８】
　ＤＳＣ１０５から出力された画像データは、前処理手段１０６にも入力される。前処理
手段１０６では、断層面内の被検体の各点の動きを求める動き検出手段１０８における動
きを求める演算の前処理を行うものであり、動き検出手段１０８がオプティカルフロー法
を用いて動きを求めるものである場合は、前処理手段１０６では平滑化処理が行われ、動
き検出手段１０８が相互相関法を用いて動きを求めるものである場合は、前処理手段１０
６では二値化処理が行われる。
【０２１９】
　前処理手段１０６で前処理の行われた画像データは動き検出手段１０８に入力されて、
被検体の、断層面内の動きが求められる。この動きの情報は輪郭変形手段１０９に入力さ
れる。輪郭変形手段１０９には、上述したように、初期輪郭抽出手段１０７で求められた
輪郭も入力され、その輪郭が、輪郭変形手段１０９で現在処理しているフレームの輪郭に
適合するように変形される。尚、輪郭変形手段１０９では、各フレーム毎に初期輪郭抽出
手段１０７で抽出された輪郭に戻ってその輪郭を変形するのではなく、輪郭変形手段１０
９で一旦変形した輪郭をさらに順次変形することにより処理中のフレームの輪郭が求めら
れる。輪郭変形手段１０９で変形された輪郭は、表示手段１１１に入力され、その表示画
面上に、対応するフレームの断層線に重畳されて表示される。また、輪郭変形手段１０９
から出力された輪郭は、誘導量算出手段１１０にも入力される。この誘導量算出手段１１
０では、入力された輪郭に基づいて、その輪郭内部の面積、その輪郭の重心位置、その輪
郭内部の体積等、輪郭から誘導される誘導量が求められる。また、必要に応じて、その誘
導量の複数フレームに亘る差分値が求められる。それら誘導量、又は差分値は、表示手段
１１１に入力され、表示手段１１１では、それら誘導量又は差分値が、例えば数値、グラ
フ等により表示される。
【０２２０】
　尚、図３１に示す構成において、ＤＳＣ１０５から出力され表示手段１１１に入力され
る断層像、初期輪郭抽出手段１０７から出力され、表示手段１１１に入力される輪郭、輪
郭変形手段１０９から出力された表示手段１１１に入力される輪郭、および誘導量算出手
段１１０から出力され表示手段１１１に入力される誘導量ないしその差分値は、同一のフ
レームに関する量が同時に表示手段１１１に入力されるようにタイミング調整がなされて
いる。
【０２２１】
　図３２は、図３１に示す超音波診断装置の前処理手段１０６の具体例を示すブロック図
である。
【０２２２】
　ＤＳＣ１０５から出力された画像データは、前処理手段１０６の一例である二次元ＦＩ
Ｒフィルタ１０６ａに入力されて平滑化される。動き検出手段１０８が二次元相互相関演
算を行うことにより動きを検出するものである場合は、平滑化処理は必ずしも必要ではな
いが、動き検出手段１０８がオプティカルフロー演算を行うことにより動きを検出するも
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のである場合は、オプティカルフロー法は入力画像が空間的に滑らかであることを仮定し
た手法であることから、二次元ＦＩＲフィルタ１０７ａ等により、前処理として平滑化処
理を行うことが好ましい。
【０２２３】
　図３３は、前処理手段１０６の他の具体例を示すブロック図である。
【０２２４】
　この図３３に示す前処理手段１９６ｂは、二次元ＦＩＲフィルタ、ヒストグラム解析部
、メモリ（ＭＥＭ）、２値化処理部により構成されている。尚、二次元ＦＩＲフィルタは
必ずしも必要ではない。
【０２２５】
　ヒストグラム解析部は、画像データのヒストグラムを作成することにより画像の輝度値
がどのように分布しているかを解析し、輝度分布が所定範囲内に収まるようにデータを加
工してメモリに格納するためのものである。２値化処理部では、このような処理の施され
た画像データを、所定のスレッシュホールドレベルで２値化する。このような２値化処理
は、後段の動き検出手段１０８が相互相関演算により動きを検出するものである場合に、
演算速度を向上させることができる点で有用である。
【０２２６】
　図３４は、図３１に示す超音波診断装置の一部分の詳細構成の一例を示すブロック図で
ある。
【０２２７】
　ＤＳＣ１０５は、前述したように、超音波走査線データをＴＶ走査線データに変換する
ものであり、アドレス生成部、補間演算部、メモリ（ＭＥＭ）から構成されている。アド
レス生成部では補間演算に使用するデータの指定と、メモリ（ＭＥＭ）のアドレスの指定
を行う。補間演算部では入力された超音波走査線データに補間演算を施すことによりＴＶ
走査線データが生成される。その生成されたＴＶ走査線データは、メモリに一旦格納され
る。このメモリは、例えば６４フレーム分の画像データを格納することのできる容量を有
しており、そのフレーム数を越えるデータが入力されると、順次上書きされ、古いデータ
から順次消去される。
【０２２８】
　前処理手段１０６では、適当な空間フィルタリング処理等が行われ、図３１に示す動き
検出手段１０８の一例である二次元動きベクトル算出部１０８ａでは、時間的に隣接する
フレームの画像データを用いて断層面内の複数の各点の二次元動きベクトルが算出される
。
【０２２９】
　また、初期輪郭抽出手段１０７は、輝度勾配（グラジェント）算出部と輪郭抽出部とで
構成されており、輝度勾配（グラジェント）算出部ではフレーム指定手段１１２で指定さ
れたフレーム（これを、以後「初期フレーム」と称する）について、その初期フレーム内
の各点の空間的な輝度勾配（グラジェント）が算出され、輪郭抽出部ではその算出された
グラジェントに基づいてその初期フレームにおける所定の組織、例えば左心室の輪郭が抽
出される。尚、初期フレームにおける輪郭を、以後「初期輪郭」と称する。
【０２３０】
　輪郭変形手段１０９では、算出された初期輪郭と二次元動きベクトルとを用いて、初期
フレームに順次隣接するフレームにおける輪郭が順次求められる。
【０２３１】
　図３５は、図３４に示す二次元動きベクトル算出部１０８ａと、輪郭変形手段１０９に
おける演算内容を図解するための、心臓の断層像を示す模式図である。
【０２３２】
　図３５の太線で示される輪郭は、初期輪郭もしくは直前のフレームにおいて変形された
輪郭である。黒丸印の点は二次元動きベクトル算出部１０８ａによって二次元動きベクト
ルが算出される、輪郭近傍の心筋内部の点、その黒丸印の点から延びる矢印は算出された
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二次元動きベクトルを示している。また点線で示される輪郭は、算出された二次元動きベ
クトルに基づいて変形した輪郭を表わしている。図３５には、白丸印も見られるが、この
白丸印の点は、心筋から外れており、反射超音波の極めて弱い点であるので、この点に関
して求めた二次元動きベクトルは正確な動きを表わしていない可能性が高いため、画像輝
度情報に基づいて、輪郭の変形には関与させないようにしている。尚、変形後の輪郭は、
スプライン関数等にフィットささることにより求めることが好ましい。
【０２３３】
　図３６は、図３１に示す超音波診断装置の一部分の詳細構成の他の例を示すブロック図
、図３７は、動きの検出方向を予め指定する方法の説明図である。
【０２３４】
　図３６において、図３４に示す構成と相違する点は、動き検出手段１０８ｂが、方向指
定手段と指定方向動き算出部とで構成されている点である。
【０２３５】
　方向指定手段では図３７に示すように輪郭内部の所定の中心点が指定される。この中心
点の指定は、オペレータがマニュアルで行ってもよく、あるいは、既に求められている初
期輪郭もしくは直前のフレームの輪郭の重心点を求め、その重心点を上記中心点として自
動的に指定してもよい。
【０２３６】
　図３６に示す指定方向動き算出部では、図３７に示すように、指定された中心点に向か
う方向の動きの大きさが求められる。この場合、図３４に示す二次元動きベクトル算出部
１０８ａにおける二次元動きベクトルの算出とは異なり、中心点に向かう方向の一次元的
な演算で済むことになる。輪郭の変形のし方は、前述と同様である。
【０２３７】
　図３８は、図３１に示す動き検出手段１０８のもう１つの例を示すブロック図、図３９
は、その説明図である。
【０２３８】
　図３８に示す動き検出手段１０８ｃは、動き検出部、領域分割手段、領域平均処理部か
ら構成されている。領域分割手段は、例えば、図３９に示すように、輪郭近傍において放
射方向に８分割するような指定を行う。動き検出部は各領域内それぞれについて複数点ず
つ、隣接するフレームから動きベクトルを算出するものである。領域平均処理部では、前
処理手段１０６から出力された画像データ（前処理手段１０６を通さず、ＤＳＣ１０５か
ら出力された画像データであってもよい。）を参照して、動きベクトルが算出された点に
おける輝度値が所定値よりも大きい場合は、その点の動きベクトルが有効であると判定し
（図３９の黒丸点の点に相当する）、一方、その輝度値が所定値よりも小さい場合は、そ
の点の動きベクトルは無効であると判定して（図３９の白丸印の点に相当する）、有効な
動きベクトルの平均的な動きベクトルが求められる（図３９の矢印に相当する）。輪郭変
形手段１０９では、それら平均的な動きベクトルに基づいて、初期輪郭ないし直前のフレ
ームの輪郭が変形され、そのフレームに適合した輪郭が求められる。
【０２３９】
　図４０は、図３１に示す超音波診断装置に、患者（被検体）の心電図を入力する心電図
手段が追加された構成を示す部分ブロック図、図４１は、心電図波形の模式図である。
【０２４０】
　図４０に示す心電図手段１１３では、図４１に示すような心電図が入力されて表示手段
１１１に送られ、その表示画面には、通常の超音波断層像と共に図４１に示すような心電
図が表示される。
【０２４１】
　また、心電図手段１１３で入力された心電図は、フレーム指定手段１１２に入力され、
フレーム指定手段１１２では、心電図上のＲ波（図４１参照）が検出され、Ｒ波から予め
定められた時間経過したＡ点のフレームが指定される。初期輪郭抽出手段１０７では、前
述したように、フレーム指定手段１１２で指定されたフレームの初期輪郭が求められる。
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【０２４２】
　図４２は、図３１に示す超音波診断装置に、ドプラ解析部が追加された構成を示す部分
ブロック図である。
【０２４３】
　超音波診断装置には、通常、ドプラ演算により例えば血流速度等を算出する機能（ドプ
ラ解析部１１４）が付属しており、このドプラ解析部１１４からは、血流速度の時間変化
を表す情報が出力される。この血流速度の時間変化は、心臓の鼓動に同期しており、この
血流速度の情報がフレーム指定手段１１２に入力され、フレーム指定手段１１２では、図
４０における心電図に代わり、この血流速度情報に基づいて、初期輪郭を抽出すべきフレ
ームの指定が行われる。
【０２４４】
　図４３は、図３１に示す超音波診断装置にフリーズ手段が追加され、かつ、初期輪郭抽
出手段１０７の構成例をブロックで示したブロック図である。
【０２４５】
　ＤＳＣ１０５には、前述したように、例えば６４フレーム分の画像データを格納するた
めのメモリが備えられている（図３４参照）。オペレータが所定の操作を行うと、フリー
ズ手段１１５は、ＤＳＣ１０５に対し、そのメモリ内に現在格納されている画像データを
そのまま保存し、新たな画像データの上書きを禁止するフリーズ命令を出力する。フレー
ム指定手段１１２は、オペレータの指示により、あるいは図４０，図４２を参照して説明
した、心電図や血流速度情報に基づいて、初期輪郭を求めるべきフレームを指定する。Ｄ
ＳＣ１０５からはその初期フレームの画像データが出力されて表示手段１１１に送られ、
その表示画面上にその初期フレームの断層像が表示される。オペレータは、初期輪郭抽出
手段１０７ａを構成する輪郭入力手段を用いてその初期フレームにおける輪郭上の点（輪
郭点）を入力する。
【０２４６】
　この入力された輪郭点は、輪郭生成手段に入力され、輪郭生成手段では、入力された輪
郭点に基づいて、例えば折れ線、スプライン曲線等により初期輪郭が求められる。この求
められた初期輪郭は、輪郭変形手段１１０に入力され、輪郭変形手段１１０では、ＤＳＣ
１０５から出力された、ＤＳＣ１０５内に格納されている、例えば６４フレームのうちの
初期フレーム以外のフレームについての輪郭が求められる。
【０２４７】
　図４４は、図３１に示す超音波診断装置の誘導量算出手段１１０における、輪郭内部の
体積の求め方の例を示す模式図である。
【０２４８】
　図４４（Ａ）は、左心室の輪郭を近似した楕円を示しており、その楕円を回転させるこ
とにより回転楕円体が求められ、その回転楕円体内部の体積が求められる。
【０２４９】
　図４４（Ｂ）は、左心室の輪郭内部を多数の長方形で近似した例を示しており、各長方
形を、各長方形の中心軸を中心にして回転させることにより、多数の円盤が求められ、そ
れらの円盤内部の体積の総和が求められる。
【０２５０】
　例えば、ここに例を示すようにして、各フレーム毎に輪郭内部の体積が求められ、この
体積の変化が、例えば図２４に示すように、表示画面上に表示される。
【図面の簡単な説明】
【０２５１】
【図１】本発明の第１の超音波診断装置の一実施例における、輪郭を抽出して表示するフ
ローを示した図である。
【図２】所定の中心点（Ｘ０，Ｙ０）から放射線に延びる複数（この例では１６本）の指
定線を示す図である。
【図３】グラジェント演算手段の各例を示す図である。
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【図４】微分フィルタを示す図である。
【図５】断層像上の各点（Ｘ，Ｙ）の画像データの値をグラフ化して示した模式図である
。
【図６】スカラ量演算手段の各例を示す図である。
【図７】極大点演算手段におけるデータ処理のフローチャートである。
【図８】図７にフローチャートで示すデータ処理の説明図である。
【図９】輪郭抽出手段において求められる各種の特徴量を示す図である。
【図１０】平均値を算出するための演算ブロック図である。
【図１１】内外判定の演算の説明図である。
【図１２】内外判定のための演算ブロック図である。
【図１３】角度差の演算の説明図である。
【図１４】角度差を求めるための演算ブロック図である。
【図１５】距離の演算の説明図である。
【図１６】距離ｒおよび交点の座標（Ｘｒ，Ｙｒ）を求めるための演算ブロック図である
。
【図１７】距離ｄｒを求めるための演算ブロック図である。
【図１８】算出した特徴量Ｎに基づいて、各指定線毎に輪郭点を１つずつ抽出するための
回路ブロック図である。
【図１９】弁の存在による、輪郭抽出精度の低下を防止する手法の１つを示す図である。
【図２０】弁の存在による、輪郭抽出精度の低下を防止するもう１つの手法を示す図であ
る。
【図２１】各指定線上の輪郭点を結ぶことにより求めた左心室の輪郭を示す図である。
【図２２】断層像に現れた左心室の面積の求め方の一例を示す図である。
【図２３】左心室の体積の求め方の一例を示す図である。
【図２４】面積ないし体積の表示法の一例を示す図である。
【図２５】指定線の他の例を示す図である。
【図２６】本発明の第２の超音波診断装置の一実施例における、輪郭を抽出して表示する
フローを示した図である。
【図２７】演算有効領域の定め方を示す説明図である。
【図２８】図２６に示す輪郭演算手段における輪郭の求め方を示す説明図である。
【図２９】本発明の第２の超音波診断装置の実施例における、輪郭を抽出して表示する他
のフローを示した図である。
【図３０】二値画像に基づく輪郭の求め方を示す説明図である。
【図３１】本発明の第３の超音波診断装置の一実施例の概略構成ブロック図である。
【図３２】図３１に示す超音波診断装置の前処理手段の具体例を示すブロック図である。
【図３３】前処理手段の他の具体例を示すブロック図である。
【図３４】図３１に示す超音波診断装置の一部分の詳細構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図３５】図３４に示す二次元動きベクトル算出部と、輪郭変形手段における演算内容を
図解した、心臓の断層像を示す模式図である。
【図３６】図３１に示す超音波診断装置の一部分の詳細構成の他の例を示すブロック図で
ある。
【図３７】動きの検出方向を予め指定する方法の説明図である。
【図３８】図３１に示す動き検出手段のもう１つの例を示すブロック図である。
【図３９】図３８に示す動き検出手段の説明図である。
【図４０】図３１に示す超音波診断装置に、患者（被検体）の心電図を入力する心電図手
段が追加された構成を示す部分ブロック図である。
【図４１】心電図波形の模式図である。
【図４２】図３１に示す超音波診断装置に、ドプラ解析部が追加された構成を示す部分ブ
ロック図である。
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【図４３】図３１に示す超音波診断装置にフリーズ手段が追加され、かつ、初期輪郭抽出
手段の構成例をブロックで示したブロック図である。
【図４４】図３１に示す超音波診断装置の誘導量算出手段における、輪郭内部の体積の求
め方の例を示す模式図である。
【図４５】ディスプレイに表示された断層像をライトペンでなぞっている様子を示す図で
ある。
【図４６】断層像とその断層像上に指定された領域を示す図である。
【符号の説明】
【０２５２】
　１　　ディスプレイ
　２　　ライトペン
　４　　左心室
　１１　比較器
　１２，１４　セレクタ
　１３，１５　レジスタ
　１０１　超音波プローブ
　１０５　ディジタルスキャンコンバータ
　１０６　前処理手段
　１０７　初期輪郭抽出手段
　１０８　動き検出手段
　１０９　輪郭変形手段
　１１０　誘導量算出手段
　１１１　表示手段
　１１２　フレーム指定手段
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

(37) JP 3696616 B2 2005.9.21



【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】
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【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】

【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】
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【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】
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